重要事項説明書
（訪問リハビリテーションサービス）
あなたに対する訪問リハビリテーションサービスの提供開始にあたり、当事業者があなたに説明すべき重要事項は次のとおりです。
１．事業者概要
	事業者名称
	医療法人社団沖田内科医院

	主たる事務所の所在地
	〒６９７－００４４
　島根県浜田市蛭子町２０番地１

	法人種別
	医療法人

	代表者名
	理事長　沖田琇二

	設立年月日
	昭和６３年１２月１２日

	電話番号
	０８５５－２２－０７６７

	ファクシミリ番号
	０８５５－２２－７７２９


２．ご利用事業所
	ご利用事業所の名称
	訪問リハビリテーションさざんか

	事業所の種類

介護保険指定事業者番号
	訪問リハビリテーション
3270701133

	所在地
	〒６９７－０１２３
　島根県浜田市金城町七条ハ４０３番地

	電話番号
	０８５５－４２－２２００

	ファクシミリ番号
	０８５５－４２－２２１１

	開設年月日
	平成２６年６月２０日

	管理者の氏名
	沖田　琇二

	通常のサービス提供地域
	浜田市（旧浜田市と旧那賀郡金城町）

	


３．事業の目的と運営方針
	事業の目的
	要介護状態にある者に対し、適正な指定訪問リハビリテーション等を提供することを目的とします。

	運営の方針
	１  事業所の従業者は、要介護者等が、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図ります。
２　指定訪問リハビリテーション等の実施にあたっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化防止を目的とし、その目的に沿ったリハビリテーションを計画的に行います。
３　指定訪問リハビリテーション等の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。


４．ご利用事業所の職員体制
	従業者の職種
	員数
	勤務の体制及び職務内容

	管理者
医師
理学療法士
	１人
１人
１人
	常勤・医師
指定訪問リハビリテーション等の従業者の管理及び利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行います。
常勤
常勤

	


５．営業時間
	営業日
	月曜日～金曜日
　但し、１２月３１日から１月３日までを除く。

	営業時間
	９：００～１７：００



６．提供するサービス内容
（１）関節可動域練習
　　　　身体の関節を動かすことで動きを改善させ、関節が固まってしまうことを予防します。
（２）筋力強化練習
　　　　負荷を掛けるなどの方法で、筋力を強くします。
（３）起き上がり・座位練習
　　　　起き上がりや座ることが安全にできるように練習します。
（４）起立・歩行練習
　　　　手摺や杖等を利用し、安全に動けるように練習します。
（５）食事・排泄など生活動作練習
　　　　実際に利用している場所で、安全に効率よく動けるように練習します。
（６）生活適応練習
　　　　退院・退所後の環境や生活場面に応じた動きができるように練習します。
（７）住宅改修
　　　　段差や階段、トイレやお風呂での動作が安全に行えるよう、段差解消や手摺の設置などを助言・指導します。

（８）福祉用具説明
　　　　安全かつ効率的に利用できる福祉用具を助言します。
（９）介護者に対する説明
　　　　介護を行うご家族にお互いに負担が少なく安全に介助が行えるよう指導します。
（１０）その他
７．訪問リハビリテ－ションの禁止事項
　　サービスの提供に当たって、次の行為は行いません。

1 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類等の預り

2 身体拘束その他利用者の行為を制限する行為（利用者又は第三者等の生命や身体を保護するた

   め緊急やむを得ない場合を除く）
3 その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為

８．提供するサ－ビスの利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合）について
　
	区　分
	種　類
	利用料
	利用者負担額

	理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による訪問リハビリテ－ション
	基本報酬
（１週に６回が限度）

	1単位
3,080円
	１単位
308円

	訪問リハサービス体制強化加算Ⅱ
	訪問リハビを利用者に直接提供する理学療法士等に、勤続年数3年以上の者がいること。
	1単位
30円
	1単位
3円


　　
※利用者負担額は1割負担の場合。2割負担の場合は上記の金額の2倍となります。
　　３割負担の場合は上記の金額の３倍となります。
※介護保険給付対象サービス
　　　・訪問リハビリテーションは、１単位２０分になります。
　　　
※介護保険給付対象外サービス
・サービス提供地域外の交通費　1回200円
　
９．利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合）その他の費用の請求及び支払方法について
	1 利用料、利用者負担額
（介護保険を適用する場合）、その他の費用の請求方法等


	ア 利用料利用者負担額（介護保険を適用する場合）及びその他の費用
 の額はサ－ビス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請    求いたします。
イ 上記に係る請求書は、利用月の翌月１５日までに利用者あてお届け
　（郵送）します。

	2 利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合）、その他の費用の支払い方法等
	ア 請求月の末日までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。
（1） 事業者指定口座への振込

（2） 利用者指定口座からの自動振替

　振替日　　毎月２５日（金融機関が休日の場合は翌日）

　山陰合同銀行、ゆうちょ銀行、ＪＡいわみ中央、日本海信用金庫

　以上の金融機関からの引落しが可能です。

　手続を希望される方はお申し出下さい。

（3） 現金支払い

イ お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書   をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。


１０．サービスの提供にあたって
　（１）サ－ビスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容（被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間）を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業所にお知らせ下さい。
　（２）利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって、必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する３０日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。
　（３）医師及び理学療法士、作業療法士は、医師の診療に基づき、利用者又は家族に説明し、同意を得た上で訪問リハビリテーション計画を作成します。作成した計画は利用者に交付します。計画に従ったサービスの実施状況及びその評価について、主治医に報告します。
（４）指定訪問リハビリテーションを実施するにあたり、リハビリテーション計画を作成すること

が求められており、この際に事業所の医師が診療する必要があります。
１１．苦情申立窓口
	ご利用者ご相談窓口
介護老人保健施設さざんか
	ご利用時間
	平日　午前９時～午後５時

	
	ご利用方法
	電話　０８５５－４２－２２００
ＦＡＸ　０８５５－４２－２２１１

	島根県国民健康保険団体連合会介護サービス苦情相談窓口
	ご利用時間

	平日　午前９時～午後５時
（土・日・祝日を除く）

	
	ご利用方法

	電話　０８５２－２１－２８１１
ＦＡＸ　０８５２－６１－９０５１

	浜田市役所
健康長寿課
	ご利用時間

	平日　午前８時３０分～午後５時１５分
（土・日・祝日を除く）

	
	ご利用方法

	電話　０８５５－２５－９３２０
ＦＡＸ　０８５５－２３－１８６６

	浜田地区広域行政組合介護保険課
	ご利用時間
	平日　午前８時３０分～午後５時１５分
（土・日・祝日を除く）

	
	ご利用方法
	電話　０８５５－２５－１５２０
ＦＡＸ　０８５５－２５－１５０６


１２．緊急時の対応方法
	利用者の主治医へ連絡を行い、医師の指示に従います。
また、緊急連絡先に連絡いたします。

	利用者の主治医
	氏名
	

	
	所属医療機関の名称
	

	
	所在地
	

	
	電話番号
	

	緊急連絡先
	氏名
	介護老人保健施設さざんか

	
	住所
	島根県浜田市金城町七条ハ403番地

	
	電話番号
	0855-42-2200

	
	昼間の連絡先
	0855-42-2200

	
	夜間の連絡先
	0855-42-2200


１３．事故発生時の対応方法について
利用者に対する指定訪問リハビリテーションの提供により事故が発生した場合は、浜田地区広域行政組合、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対する指定訪問リハビリテーションの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
・加入保険会社名　株式会社全老健共済会
・保険の内容　　　介護老人保健施設総合補償制度
１４．提供するサービスの第三者評価の実施状況について
　　　第三者評価は実施しておりません。
１５．虐待の防止について

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

（1） 虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に、虐待防止検討委員会を設置するとともに虐待防止に関する責任者等を定める等必要な措置を講じます。
（2） 成年後見制度の利用を支援します。

（3） 苦情解決体制を整備しています。

（4） 従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。

１６．その他
　　（１）従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持します。
　　（２）従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従

業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容
とします。
　　
　　令和　　年　　月　　日
（乙）　当事業者は、甲１に対する訪問リハビリテーションの提供開始に当たり、重要事項説明書に基づいて、サービス内容及び重要事項を説明しました。
（乙）事業者　　　　所在地　　島根県浜田市金城町七条ハ４０３番地　　　　　　　　　　　　　　　　　名　称　　医療法人社団　沖田内科医院
　　　　　　　　　　　訪問リハビリテーションさざんか
説明者　　　　所　属　　　
氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　印
（甲）　私は、重要事項説明書に基づいて、乙からサービス内容及び重要事項の説明を受け同意しました。
（甲１）利用者　　　　住所
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　印
（甲２）利用者の家族　住所
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　印
